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本ガイドラインは、児童の集団生活の場である学校で新型コロナウィルス感染防止
のための行動基準として作成しました。
児童・保護者・教職員が共通理解のもと連携し、児童が安心して学校生活が送れる
ようになることを願っております。
本ガイドラインは、完成型ではなく、今後、感染状況や横浜市の方針を鑑みながら常
に更新して参ります。ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。
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夏季休業前の予定 １

第一期：6月1日～6月12日 分散登校
○午前、午後に分かれて、分散登校を行います。
○給食はありません。

第二期：6月15日～6月30日 半日登校
○半日登校を毎日行います。
○給食はありません。

第三期：7月1日～ 通常登校
○午後の学習も入れた通常授業を行います。
○給食ありです。

夏季休業 （８/３～8/16)
冬季休業 （12/27～１/5）
学年末 （３/27～３/31)

※今後の状況によっては、変更になる場合があります。



欠席をするときの連絡先 ２
【出欠席の連絡】 ショートメール

①第一期

午前登校の欠席連絡 8 時 15 分まで

午後登校の欠席連絡 13 時まで

②第二期・第三期 8 時 15 分まで

※児童の登校時間帯は電話対応が難しいため

■１年 ２年 070-1307-2189 

■５・６ 組 ３年 ４年 070-3155-6035 

■５年 ６年 080-4460-3708  
※番号のお間違えにお気を付けください。通話に出ることはできません。

【ショートメールの内容】
①名前
②学年・組
③欠席理由（状況などもお伝えください）



健康観察カード ３

子どもの感染事例は一定数生じて
おり、その多くは家庭内での感染とい
われています。学校内での感染拡大
を防ぐためには、何よりも外からのウ
イルスを持ち込まないことが重要であ
り、そのためには、各家庭の協力が不
可欠です。 （文科省 衛生管理マニュ
アル「新しい生活様式」から）

体温
保護者が記入。
毎日検温してく
ださい。

「家庭確認サイン」
同居しているご家族が発
熱、咳などの症状がある
かどうかも含めての確認
サイン。



健康観察 ４
① 登校後、校舎に入る前に、校庭（晴：校庭 雨：渡り廊下、昇降口）において、
「健康観察カード」 の点検と児童の健康状態を観察。

② 問題がなければ、校舎に入り、クラスの決められた席（名前表示有）に着席。

※「健康状態カー ド」の忘れや未記入があり、児童の状況が確認できない場合、保護者への
連絡やお迎えをお願いする場合があります。

※学習中、発熱などの状況が見られた場合、別室に移り、保護者の方のお迎えを待つように
します。

すべて記入されている

健康状態等に

問題がない

健康状態等に

問題がない

教室へ移動 教室へ移動

健康観察カード忘れ・未記入の項目

健康観察カードの確認（検温・

風邪症状、同居家族の状況の確認

健康状態等に

問題がある

健康状態等に

問題がある

指定の場所へ移動・保護者に連絡するなどして

安全に帰宅させ、自宅療養させる

登校時の健康観察（文科省「学校の新しい生活様式」より）



持ち物① マスクと予備マスク

○予備のマスクは、ファスナー付き透明袋に名前を書き、入れる。

○体育の授業では、マスクを外す、その際もと透明袋を活用する。

※透明袋は2枚あると便利です。

※布マスクの 場合は、直接記名をお願いします。

※予備のマスクは、お子さんが取り出しやすい箇所に入れるようにサポートをお願いします。

５



持ち物② 水筒
○学校の水道水を飲むとき、蛇口に顔と口を近づける状況が発生する。

○水筒を持ってくることで、蛇口などの共有している箇所について、接触する

回数を減らすことができる。

◇水筒の中身は水（湯冷まし）、お茶に限ります。一度沸かしたものにしてください。

ジュースや炭酸飲料 等は禁止です。

◇水筒は保冷式の物でお願いします。

◇水筒は必ず毎日各自で持ち帰り、ご家庭において中栓やふたなどの汚れ、ぬめ

り等が取れるよう、中の方までブラシでよく洗浄してください。

◇学校の水道水は、定期的に水質検査を行い、これまで通り飲用できます。

ただし、前の日の置き忘れた水筒に、学校の水道水を補給することは、衛生上

できません。
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第一期：6月1日～6月12日



【晴れの日の健康観察】

【雨の日の健康観察】
学年別に、異なる受付場所で健康観察を行
い、その後校舎に入ります。

７第一期 6月1日～6月12日



第一期分散登校について（第一期：6月1日～6月12日）

A ：下根、徳持、殿谷戸、のちめ、コンフォール、地区外
B ：城山、東山田 4 丁目、南山田

① 全学年、地域別に A と B の２組をつくり、午前授業組、午後授
業組の半日授業を実施。

② 午前授業組は、8 時～8 時 15 分まで、午後授業組は、12 時 45 分～
13 時までに、登校。

③ A と B は、1 週間で交代。
（6 月 1 日～5 日：A が午前、B が午後
6 月 8 日～12 日：B が午前、A が午後）

８



⑤A と B の地区別を基本としていますが、１クラスの人

数を20 名以内で実施。

⑥個別級の児童は、第 1 期の 2 週間、午前の授業

に参加。

９



第一期授業について

① 40 分間、どの学年も３時間行います。

（時間割表（前頁）をご覧ください）

② 1 クラスは 20 人以内で編成し、前後左右最低 1 メートルの身体的距離を

確保できるようにします。

③ 授業は、午前も午後も主に担任が行います。午前、午後の学習内容は同じです。

④ 横浜市「学校再開スタートプログラム」を活用し、「子どもたちのケア」

「人との関係づくり」の視点と感 染予防に最大限配慮しながら、「だれもが」

「安心して」「豊かに」学校生活がスタートできるように、授業を組み立てます。

⑤ 2019 年度の未履修、4 月 5 月の家庭学習の内容も適宜扱いながら、学年の

学習を進めていきます。

⑥ 時間割カードを活用し、一日の授業の見通しと振り返りを大切にします。

登校しない時間帯は、家庭学習として、基礎基本の定着を図るための、ワークや

ドリル等に取り組む時間とします。
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第二期：6月15日～6月30日



引き続き、健康カードに基づいた、校舎に入る前の健康観察を実施
■学年別に、異なる受付場所で健康観察を行い、その後校舎に入ります。
■気温の上昇と入梅の季節を考慮し、学年別に入り口を設定し、実施します。
※健康カードには、引き続き、検温及び保護者の方の確認によるサイン・印鑑等の記入をお願いいたします。

１１第二期 6月1５日～6月３０日



第二期（一斉午前授業）について １２

１ 期間 6月15日（月）～6月30日（火）
給食無し 午前一斉授業

２ 授業 1年 2年 １単位時間35分の4時間
3年4年5年6年 １単位時間30分の5時間

+15分のモジュール学習（ドリル等）
個別級 学年に応じた時程
■第一期は、主に担任の授業でしたが、
第二期は、特別教室の使用、専科の授業も設定します。

1単位時間の回数を多くとることを重視しました。

３ 時程 学年に応じた時間割
（手洗い時間の確保、学年別に中休みの時間を設定）
■14項の時間割をご確認ください。



４ 登校
登校班A、Bによる5分間の時差登校

(密集を防ぐため、学校到着時刻をずらします)
A 学校到着時刻 8時5分～10分
【下根、徳持、殿谷戸、のちめ、コンフォール、地区外】

B 学校到着時刻 8時10分～15分
【城山、東山田４丁目、南山田】
第二期は、地域別の登校班で登校をお願いします。
■第三期においても、時差登校を実施する予定。
A,Bの登校時間の変更は、第三期において実施する予定。

(6月中は、AとBの登校時間の変更は行いません。)

５ 下校 1年 2年 11時55分
3年4年5年6年 12時15分
個別級 学年に応じた時間
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休み時間をトイレ、手洗
いタイムとします。

中休みは、遊具等の使用を可と
しますが、中休み前、中休み後
の手洗いを徹底します。

第二期 時間割について
（6月15日（月）～6月30日（火））

１４
第二期の時程 決定版

1年 2年 3年 4年 5年 6年 個別

35分×4時間 35分×4時間 30分×5時間＋１M 30分×5時間＋１M 30分×5時間＋１M 30分×5時間＋１M
8:05 8:05

8:10登校A 登校A 登校A 登校A 登校A 登校A 登校A 8:10

8:15登校B 登校B 登校B 登校B 登校B 登校B 登校B 8:15

8:20
手洗い・トイレ 手洗い・トイレ 手洗い・トイレ 手洗い・トイレ 手洗い・トイレ 手洗い・トイレ 手洗い・トイレ

8:20

8:25 8:25

8:30

健康観察・朝の会
等

健康観察・朝の会
等

健康観察・朝の会
等

健康観察・朝の会
等

健康観察・朝の会
等

健康観察・朝の会
等

健康観察・朝の
会等

8:30

8:35 8:35

8:40 8:40

8:45 8:45

8:50

１時間目
8:45～9:20

１時間目
8:45～9:20

１時間目8:45～
9:15

１時間目8:45～
9:15

１時間目8:45～
9:15

１時間目8:45～
9:15

下校時刻は、各
学年に合わせる。
時間の運用は、
担任が決める。

8:50

8:55 8:55

9:00 9:00

9:05 9:05

9:10 9:10

9:15 9:15

9:20 手洗い 手洗い 手洗い 手洗い 9:20

9:25 手洗い 手洗い

２時間目
9:20～9:50

２時間目
9:20～9:50

２時間目
9:20～9:50

２時間目
9:20～9:50

9:25

9:30

２時間目
9:25～10:00

２時間目
9:25～10:00

9:30

9:35 9:35

9:40 9:40

9:45 9:45

9:50 9:50

9:55 手洗い 手洗い 手洗い 手洗い 9:55

10:00

３時間目9:55～
10:25

３時間目9:55～
10:25

３時間目9:55～
10:25

３時間目9:55～
10:25

10:00

10:05

中休み
10:00～10:20

中休み
10:00～10:20

10:05

10:10 10:10

10:15 10:15

10:20 10:20

10:25 手洗い 手洗い 10:25

10:30

３時間目
10:25～11:00

３時間目
10:25～11:00

中休み
10:25～10:40 １M

手洗い 手洗い 10:30

10:35

4時間目10:30～
11:00

4時間目10:30～
11:00

10:35

10:40 10:40

10:45 手洗い
中休み

10:40～10:55

10:45

10:50

４時間目
10:45～11:15

10:50

10:55 10:55

11:00 手洗い 11:00

11:05 手洗い 手洗い

４時間目11:00～
11:30

中休み
11:00～11:15 １M

11:05

11:10

４時間目11:05～
11:40

４時間目11:05～
11:40

11:10

11:15 11:15

11:20 手洗い 手洗い
中休み

11:15～11:30

11:20

11:25

5時間目11:20～
11:50

5時間目11:20～
11:50

11:25

11:30 11:30

11:3511:35 手洗い 手洗い

11:40

5時間目11:35～
12:05

5時間目11:35～
12:05

11:40

11:45

帰りの支度・下校 帰りの支度・下校

11:45

11:50 11:50

11:55

１M １M

11:55

12:00

きょうだいを待つ児童は別室（少人数）

12:00

12:05 12:05

12:10 帰りの支度 帰りの支度 帰りの支度 帰りの支度 12:10

12:15 下校 下校 下校 下校 12:15

☆1校庭の配当は、１．２時間目に行う。各クラス2週に１回。最後の週の２日間は予備の時間とする。

☆体育館の配当は週１回行う。

☆毎日中休みに外遊びができる。 ▲ざわつく時間が分散する。



第三期：７月1日～７月3１日



第三期（7月1日～ 給食開始）について １５

１ 期間 ７月 １日（水）～７月22日（水）
給食あり 学年に応じた時間数

7月27日（月）～7月31日（金）
給食なし 4時間授業

２ 授業
全学年 1単位時間40分（学年に応じた時間数）
15分のモジュール学習（1回）
■第三期は、コロナ以前の日課に戻すことを重視。



３ 時程
授業開始8時30分、その後学年に
応じた時間割

※中休み・昼休みのいずれかに校庭
で密を避けて遊ぶことができるよう、
時間割を組んでいます。

４ 登校
登校班A、Bによる5分間の時差登校

■6月15日（月）～7月3日（金）
A 学校到着時刻 8時5分～10分
【下根、徳持、殿谷戸、のちめ、コン
フォール、地区外】

B 学校到着時刻 8時10分～15分
【城山、東山田４丁目、南山田】

■7月6日（月）～7月31日（金）
B 学校到着時刻 8時5分～10分
【城山、東山田４丁目、南山田】

A 学校到着時刻 8時10分～15分
【下根、徳持、殿谷戸、のちめ、コン
フォール、地区外】

１６



５ 給食について（主な内容）

・特別時程で、給食の準備や配膳、片付けに要する時間を十分にとって給食を
実施します。

・各自が給食を取りに行く「カフェテリア方式」で行います。
（一方通行で列ごとに廊下に並び、取りに行く）

・食事中の会話は控え、おかわりもなしにします。
（残菜がないように配る予定です）

・片付けも一方通行で行います。牛乳パックは、燃えるごみとして処分します。

・給食当番は、1週間交代。
週末に白衣を持ち帰って洗濯をしアイロンをかけ、次の当番に渡します。

・食後の歯磨きは行いません。

・持ち物・・・給食袋、マスク（登校時のものでかまいません）、口ふきタオル、
帽子、ランチョンマット

１７



学校の取り組み



【 学校での三密回避について 】
学校では、3つの密（密閉・密集・密接）を回避するために、3つの密が重ならない場合
においても、リスクを軽減するための「ゼロ密」を目指します。

①身体的距離の確保
人との間隔は、できるだけ2メートル（最低1メートル）空ける。

②座席配置の工夫
児童の間隔について、1メートルを目安に、学級内で最大限の間隔をとる。

③換気の徹底
気候上可能な限り、常時2方向の窓を同時に開けて行う。

授業後は、窓・ドアを開放し換気を行う。エアコン使用時も換気を行う。

１８



【 消毒 】

児童の登校前（登校後）、全教職員で、共有使用箇所を
重点的に消毒します。

１９



【 学校での手洗い 】
手拭きタオル・ハンカチの貸し借りは厳禁です。

手洗い後、

蛇口に水を
かけてから蛇
口を閉め、水
を止めるよう
指導します。

２０



学校再開スタートプログラムとは
【学校で大切にしていくこと】

■学習面や新たな集団生活や関係づくりへの不安、感染に対する恐れなど、児童は

様々 な思いを抱えていると思います。そのことを学校はしっかり受け止め、一人一人

が通常の学校生活が送れる ように、支援を行っていきます。

・・・教育相談や「学校再開スタートプログラム」の実施

■新型コロナウイルスを理由としたいじめや偏見は、決して許されることではありません。

正しい理解のための指導、些細なことを見逃さない体制、対応を学校として実施しま

す。

・第1日目のテレビ放送での全児童への働きかけ（校長・養護教諭・児童支援専任）

・担任、教職員の見守り 「新型コロナウイルスの 3 つの顔を知ろう」～負のスパイラル

を断ち切るために～

２１



緊急受け入れ（第一期：6月1日～6月12日）

■実施にあたって

・「保護者の就業やその他の事情で家庭での対応が困難な場合に実施」

・場所は、「少人数教室」1室のみに限定

・「緊急受け入れ」でも授業と同様に、密を避けるということから、20 人以内に

クラスの人数を抑える。

・緊急受け入れについては、これまで利用していた児童をまず対象として、前

もって参加予定を把握し、実施する。

・利用したことがない児童の保護者の方で、どうしても緊急受け入れが必要だと

いう場合が発生したときは、早めに学校に相談ください。

第二期の緊急受け入れ（6月15日（月）～6月30日（火））

実施しませんが、放課後キッズクラブ（利用区分２）学童クラ
ブ等に所属等に登録しておらず、保護者の就労やその他の事
情で家庭の対応が困難な場合にご相談ください。

※連絡先 6月11日（木） 副校長まで（０４５）５９２－３６１５

２２

第三期の緊急受け入れ 実施しません。



【学校でも家でも実践！「新たな生活様式」】

新たな生活様式は、児童が学校においても家庭においても、同じ行動を繰り返すこ
とによって、習慣として身についてきます。ぜひ、お子さんに声をかけながら、実践して
ください。

２３



２４



２５



【Q＆A】

Q、トイレと手洗い場でのソーシャルディスタンスは、

確保されていますか？
A、

①トイレでは、ケンステップを置いて、前の人との間隔ができるよにし

ています。

②手洗い場では、共有する学年では、時間差をつけて利用し、密が

発生しないようにしています。

２６



【Q＆A】 ２７

Q、校庭や体育館での体育の授業では、三密対策は

されていますか？
A、

①校庭ではポイントを付け、その中で体を動かすことや体育館では、

四角形にビニールテープを貼ったりして、ソーシャルディスタンスを

確保して、体を動かしています。

②できるだけ、1クラスごと使用します。

③体育館では、窓や扉を全開にし、入る時と出る時に手洗いをしま

す。

④授業では、ボール、長縄、遊具は使用しません。



【Q＆A】 ２８

Q、授業中、行えることと行えないことは、どんな

ことですか？
Ａ

【当面の間、行わないこと】

○グループ学習

○物の貸し借り

○子どもが宿題を集めたり、配付物を配ったりすること。 ...etc

【配慮しながら、従来通り行うこと】

○音読（一人読みのみ、一斉読みは避ける）

○自席での発表および前に出ての発表

○教師が子どものそばで机間指導する（必要最小限） ...etc



【Q＆A】 ２９

Q、休み時間の過ごし方は？
A、

①校庭が密にならないように、授業時間をずらします。

②遊ぶ前、遊んだ後は、しっかり手を洗います。

③水道・トイレが込み合わないように、時間をずらしま

す。



【Q＆A】 ３０

Q、在校中、体調が悪くなった場合は？

Ａ、別室（第二保健室）に移動し、体温を計るな

どの対応をします。その上でご家庭に連絡をし

迎えに来ていただくという方法を当面の間とら

せていただきます。



山田小学校学校再開後のＱ＆Ａ 

 

Q１ 登校する前に気を付けることがありますか。 

ご家庭において、検温と風邪症状の確認をお願いします。保護者が健康観察カードに体温

の記入と押印をし、すぐに取り出せるよう手提げ袋に入れて持たせてください。登校後体調

を崩さないよう、時間の余裕をもって食事をとり、排便をして登校できるようにお願いしま

す。また、家を出るときは、日差しを避けるための帽子をかぶって登校するよう声かけをお

願いします。 

 

Q２ 熱が出て学校を休んだ場合は、欠席になりますか。また、その後学校へ登校するとき

の基準はありますか。 

 欠席にはならず、出席停止として扱います。熱が下がった後にすぐに登校してよいかどう

かについては、地域の感染の状況によって判断が変わります。地域に感染者が出ていない場

合、他の症状がなければ登校ができない根拠は乏しいと思います。 

  

Q３ 熱はないのですが、風邪の症状がある場合には学校に行かせてもよいのでしょうか。 

風邪の症状がある場合には、念のためご自宅で休養していただきますようお願いします。

なお、登校しない場合でも欠席にはならず、出席停止として扱います。 

 

Q４ 欠席した場合、次の日の時間割等の連絡はどうなりますか。 

担任よりお電話で連絡いたします。週末に持ち帰るものがある場合には、ご相談させてい

ただきます。 

 

Ｑ５ 登校班での登校は、混み合うので心配です。 

地区全体を 2 つに分け、時間差で登校するようにしています。また、距離をとって歩く

よう指導を続けていきます。登校時の児童の安全確保のため登校班による登校を行ってい

ますが、心配な方はご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ｑ６ 暑くなってきたので、マスクをしていることが原因で熱中症にならないか心配です。 

 校庭での体育の場合には、一定の距離を保つことができることからマスクは着用しませ

ん。体育館での体育はマスクを着用しますが、換気をし、風通しのよい状態で軽い運動を行

います。また、暑さがひどい場合には、体育の学習を見合わせます。いずれの場合にも、こ

まめな水分補給を行っていきます。 

登下校時や休み時間等に息苦しさを感じた場合は、マスクと鼻の間に少しすきまを空け

て新鮮な空気を入れるなどの工夫ができるよう声かけをしていきます。 

※参考 

横浜市教育委員会の通知では、登下校中においてマスクの着用が健康被害を発生させる

可能性が高い場合、人との距離を十分に保つこと、なるべく会話をしないことが守られた場

合にはマスクを外すことも可能であることが述べられています。 

 

Q７ マスクを忘れた場合の学校の対応を教えてください。 

ご家庭にお願いしている予備のマスクを使用します。どちらも忘れた場合には、一人当た

り 4 枚を上限に学校のマスクをお渡ししています。忘れることのないよう準備をお願いし

ます。 

 

Ｑ８ 校庭での体育時にはマスクを着用していませんが、感染防止策をとっていますか。 

ソーシャルディスタンスを視覚的に捉えられるように、校庭にラインや目印をつけて距

離を保ちながら学習できるようにしています。体育館にも同様に目印をつけています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 校庭には、２ｍ間隔で目印を

つけています。 

 

体育館には、ビニールテープ

で２ｍ四方の枠をつくって

います。 



Ｑ９ 手洗いの時間は確保されていますか。 

授業と授業の間に 5 分間の手洗い時間を設けています。また、登校時、休み時間の後、

教室外での活動の後などには、手洗い時間をとっています。水場が混み合わないようクラス

間で声をかけあって時間をずらしています。 

 

Q10 学校で発熱した児童がいた場合、けがの児童と一緒の部屋で休むことになりますか。 

発熱や風邪の症状が見られた場合は、第二保健室（校長室）で保護者のお迎えまで休みま

す。けがの児童が、発熱や風邪症状の児童と交わることはありません。 

 

Q１１ ティッシュやマスクのごみからの感染が心配です。 

ティッシュやマスクのごみは、専用の袋に入れ、次亜塩素酸ナトリウム水溶液で消毒をし

てから処理しています。管理は教職員が行います。 

 

 

Ｑ１２ 学校での消毒はどのように行われていますか。 

子どもたちが下校してから教職員で行っています。児童の机・椅子や、共有する場所や部

分のドア、手すり、水場、トイレなどの様々な場所を、主に次亜塩素酸ナトリウム水溶液で

消毒しています。児童のいる時間は、安全のため主にアルコールでの消毒を行っています。

次亜塩素酸ナトリウム水溶液の消毒液を直接子どもたちの肌に使用することは、学校では

ありません。 

 

Q１３ 学校再開後の学習の形態は休業前と同じですか。 

学校再開後の学習の形態については、基準を作成しています。（距離を縮めての直接的な

対話はできない等）安全と学習の保障の両立ができるよう学習形態を工夫し、授業を組み立

てています。 

 

Q１４ 休業中の家庭学習の内容は学習評価に反映されますか。 

家庭学習の提出物や成果物は、個々の「あゆみ」の成績には影響しません。今後、授業に

おいて指導事項の軽重をつけるなど、教員の授業展開に生かしていきます。また、一人ひと

りに寄り添った指導・支援を行うためのものとして活用していきます。 

 

Q１５ 3か月の休業で、学習の遅れが心配です。 

6年生は学校での学習と家庭学習を両立させ、軽重をつけながら行事の精選なども含め、

計画的に学習を進めていきます。卒業時には、すべての内容を終えられるよう効果的に指導

を行います。その他の学年は、カリキュラムを再編成し、２～３年の中で本学年の学習内容

を履修するようにしていきます。 



Ｑ１６ 子どもに情緒不安定な様子が見られ、感情の起伏が激しくなっていて心配です。 

ストレス反応はいつもと違うショックを受けたときの自然な反応です。通常ですと安全

で安心できる生活を続けているうちに徐々におさまっていきます。お子さんが話そうとし

ている時は聞いてあげてください。話したがらないときには無理に聞き出そうとせず、「話

したくなったらいつでも聞くからね」と伝えてあげてください。心配が続く場合は、学校に

ご相談ください。担任だけでなく、学校の教職員全体でみていきます。必要に応じて学校カ

ウンセラーや専門の機関をご紹介することもできます。 

 

Ｑ１７ 新しいクラスになり、学校生活になじめるか、友達ができるか心配です。 

新しいクラスに自然になじめるよう、各クラスで学校再開プログラムに取り組んでいま

す。このプログラムには子どもたちの仲を深める内容も含まれており、少しずつ友達との心

の距離を縮められるようにしています。学習も負担にならないペースで進めていきます。 

 

Ｑ１８ 再度緊急事態宣言が出されたときに、学校はどうなりますか。 

国や横浜市の対策に準じます。その場合には、随時お知らせをいたします。学校からのメ

ール配信やホームページ等の確認を引き続きお願いいたします。 

 

Ｑ１９ 登校時に、携帯用消毒液は持たせてもよいですか。 

学校ではこまめに手洗いをする時間を確保しています。また、児童が下校した後に児童の

机や椅子、共有する場所や部分を消毒しています。目に入るなどのトラブルを防ぐためにも

持ってこないことを原則としますが、諸事情により必要な方はご相談ください。 
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